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研究成果の概要（和文）：  現代の問題について積極的な発言を行うドイツの哲学者カール＝オットー・アーペ
ルとユルゲン・ハーバーマスの論争が、法と道徳の関係をどのように考えるかということに関する両者のカント
解釈の相違に基づくことから、カントの時代におけるカント解釈を哲学史的に振り返った。両者の相違点は、と
りわけ初期フィヒテの論考と後期フィヒテの論考の差異を参照することによって明らかにすることができ、こう
した営為を通じてそれぞれの議論としての有効性も明確にできた。

研究成果の概要（英文）：This study made it clear, which relation between law and ethics there is, 
under the light of the Kant school as Fichte and the contemporary thoughts of Karl-Otto Apel and 
Juergen Habermas.

研究分野： 哲学

キーワード： 法と道徳
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
K.-O. アーペルと J. ハーバーマスは、とも

に現代ドイツを代表する哲学者として知ら

れ、それぞれ自らの哲学をカント主義とみな

している。ところが、法と道徳の関係をどの

ようにとらえるか、という問題に関して、両

者は意見を大きく異にしている。ハーバーマ

スは、どちらかがどちらかを根拠づけたりど

ちらかがどちらかから導出されると考える

ことはない。それに対してアーペルは、法を

道徳によって根拠づける。こうした見解の相

違が、実は、アクチュアルな問題に対してど

のように応答するか、ということに影響する

ため、両者のカント解釈のいずれが正しいの

か、あるいはそれぞれ修正を必要とするもの

であるのかを探究することには、現代的な意

味がある。 

ところで、カント自身、道徳論を展開した

あと、法論を論じるまで 10 年以上を要した

ため、当時カント派と呼ばれた人たちは、カ

ントの法論の構想を予想する形で法と道徳

の関係について、それぞれ独自の議論を展開

した。カントの法論全般を視野に収めた唯一

のコメンタールであるヴォルフガング・ケア

スティング『自由の秩序』によれば、その間

になされた代表的な議論としては、道徳から

法を導出する絶対的演繹の立場、これの一種

のヴァリエーションと言える相対的演繹の

立場、当初は絶対的演繹の立場をとっていた

が、後年道徳と法をそれぞれ独立させて考え

るようになったフィヒテの立場などがあっ

た。だが、本研究に先立ち、ケアスティング

へのインタヴューによって明らかになった

のは、これらカント派の研究はドイツ国内に

おいてすらほとんどなされていないという

こと、しかし法と道徳の関係を考える上で、

今日なお非常に示唆に富む論争状況が当時

あったことは確実であるということだった。

このことは、コメンタールの中で 20 ページ

足らずにまとめられた概括からも十分にう

かがわれることである。それゆえ、これらカ

ント派の議論を精査するとともにカント自

身のテクストとつき合わせることによって、

もっとも整合的なカント解釈を提示し、その

解釈をアーペルとハーバーマスの間で行わ

れている現代の論争状況のコンテクストへ

置き入れることが肝要であると考えられる。 

 

２．研究の目的 
まず、研究の出発点である、法と道徳の関

係についてのアーペルおよびハーバーマス

の見解を再確認する。その際に、それぞれの

見解が両者のカント解釈に基づいているこ

とも明確にしておく。 

続いて、カントと同時代のカント派と呼ば

れた人々がどのような思索を行っていたか

を明らかにする。これらの人々の法と道徳の

関係に関するカント解釈も現代の論争状況

と同様に、一様ではなかったからである。こ

こでは、唯一とも呼べる先行研究である『自

由の秩序』を手がかりとして、(1) 絶対的演

繹派である初期フィヒテおよびTh. シュマル

ツが、どのようにして道徳から法を導出して

いるのかを再構成し、検討する。(2) また、

同じく道徳から法を導出するものの、ケアス

ティングが相対的演繹派に位置づける Karl 

H. ハイデンライヒの論証内容を原典に即し

て明確にし、絶対的演繹との異同を明るみに

出すとともに、その長所および短所を明示す

る。(3) P. J. A. フォイエルバッハは、法と道

徳の間に導出関係を認めず、少なくともケア

スティングの解釈に従えば、現代のパースペ

クティヴからすると、非常に魅力的な議論を

展開しているように見える。残念ながらケア

スティングがフォイエルバッハの紹介に当

てることができたのは、ほぼ 3 ページ分だけ

なので、細部にわたるより詳細な読解作業を

通じて、その思索の内容を明らかにする。(4)

後期フィヒテも、フォイエルバッハ同様に、

法と道徳の間に根拠づけ関係を見出すこと



なく、独自の道徳論および法論を展開してい

るように見える。では厳密にはどのような論

理構成がなされており、いかなる意味におい

てカント的であり、どのような点に関して現

代の議論状況へ輸入することができるのか。

これらの点については、絶対的演繹派、相対

的演繹派、フォイエルバッハに関しても、明

らかにすることであり、こうした考察を通じ

て、カント派のカント解釈の特徴をはっきり

と示すことができる。 

最後に、特徴がはっきりしたカント派のカ

ント解釈をカント自身のテクストとつき合

わせ、どのような読み方がもっとも整合的で

あるかを確定するとともに、アーペルとハー

バーマスの論争に決着をつけられるような

見解――どちらかに軍配をあげるにせよ、あ

るいはどちらでもない第三の選択肢を示す

にせよ――を論拠とともに示すことが可能

になる。 

 
３．研究の方法 
(1) 現代の議論状況についての研究 

研究の出発点である、法と道徳の関係につい

てのアーペルおよびハーバーマスの見解を、

アクチュアルな問題に関するそれぞれの議

論のうちに確認し、その背後にはそれぞれの

カント解釈があることを明確にする。そのた

め、アーペルについては『超越論的語用論の

アプローチを吟味する論争』(1998)のほかに

『ディスクルスと責任』(1990)、『第一哲学の

パ ラ ダ イ ム 』 (Paradigmen der ersten 

Philosophie, Suhrkamp, 2011)を、ハーバーマス

については『事実性と妥当』(1992)のほかに

『他者の受容』(1996)、『ヨーロッパの体制の

ためのエッセイ』(2011)、『真理と正当化』

(1994)を基本文献として考察する。これらの

文献を精査することによって、両者のカント

解釈とアクチュアルな発信との関係は明確

になるが、さらに考察を補強するため、マテ

ィアス・ルッツ＝バッハマンらの『人権への

権利』(1999)およびライナー・フォアストの

『正当化関係の批判』(2011)における論考も

参照する。さらに、ドイツ版大型 COE と呼

べるエクセレンス・クラスター研究「規範的

秩序の形成」にかかわり、アーペルおよびハ

ーバーマスとつながりをもちながら現代の

問題について哲学的に考察するとともに、中

世以降の法思想史研究にも携わり、哲学史研

究と現代の問題とを結びつけて考察してい

るゲーテ大学（フランクフルト、ドイツ）の

アンドレアス・ニーダーベルガーを訪問し、

この件に関して集中的に研究会をもつ。 

(2) カントの時代の議論状況についての研究 

カントと同時代のカント派の人々が法と

道徳の関係に関してどのような思索を行っ

ていたかを、先行研究であるケアスティング

の『自由の秩序』にならって 4 つに分類し、

明確にする。 

①絶対的演繹派の研究 

絶対的演繹派として分類される初期フィ

ヒテについては、『フランス革命論』(1793)、

『道徳論の体系』(1798)を基本文献として、

また、シュマルツについては、『純粋自然法』

(1795)を基本文献として、それぞれいかなる

点でカントから影響を受け、どのようにカン

トを解釈し、その結果どのような意味におい

て道徳から法を導出しているのかを明らか

にする。その際、初期フィヒテの法哲学に関

しては、フェアヴァイエンのコメンタール

『フィヒテの社会論における法と道徳』

(1975)も参照する。 

②相対的演繹派の研究 

相対的演繹派であるハイデンライヒの議

論は、『批判的原理による自然法の体系』

(1794/95)を基本文献として、考察する。絶対

的演繹と異なるのはいかなる点においてで

あり、相違することによっていかなる長所お

よび短所をもつことになり、それが結局のと

ころいかなるカント解釈に基づくものであ

るのかを明白にする。 



③フォイエルバッハの思索の研究 

絶対的演繹および相対的演繹とは異なり、

法と道徳の間に導出関係を一切認めず、現代

のパースペクティヴからは非常に魅力的な

議論を展開しているフォイエルバッハの思

索を考察する。基本文献とするのは、『自然

法に関する学の予備学としての自然法の批

判』(1796)および「法概念の探究」(1795)で

ある。『自由の秩序』におけるケアスティン

グのフォイエルバッハ紹介は紙幅の関係上、

非常に限定されており、これらの基本文献を

二次文献とともにより詳細に分析すること

により、その思索の内容を明らかにする。 

④後期フィヒテの思索の研究 

後期フィヒテは、フォイエルバッハ同様に、

法と道徳の間に導出関係を見出すことはな

い。『法論の体系』(1812)および『道徳論の体

系』(1812)という後期の著作を研究対象とす

ることによって、晩年のフィヒテが法と道徳

の関係をどのように考えていたかを鮮明に

することができる。同一人物の見解が、前期

と後期で正反対になっているので、どの点が

変更されることによって導出関係に関して

異なった結論を導くことができるようにな

るのか、明確に描き出すことが可能になると

思われる。 

(3) 現代の議論状況とカントの時代の議論状

況とを交差させる総合的研究 

最後に、現代的な視点をもちつつカント派

のカント解釈とカント自身のテクストをつ

き合わせることによって、どのような読み方

がもっとも整合的なカント解釈と言えるか

を論証し、その成果を踏まえたうえで、アー

ペルとハーバーマスの論争に介入し、どちら

がより説得力をもつか、あるいはどちらでも

ない別の選択肢をあげるか、いずれかの仕方

で、哲学史の知見を現代の課題解決に生かす

こととしたい。 

いずれの研究も、批判的社会理論研究会や

カント研究会などにおいて意見交換を行う

ことによって、成果をあげる一助とする。ま

た、法と道徳の問題に関して関心をもつ複数

の若手研究者を招くとともに、ドイツから著

名な研究者を招へいし、ゼミナール形式の研

究会を開催することによって、この問題の重

要性を広く世に問いながら、現代の議論状況

とカントの時代の議論状況とを重ね合わせ

総合的研究に資するものとする。 

 

４．研究成果 

この研究の第一の成果は、現代の議論状況

と200年以上前のカントの時代の議論状況と

を重ね合わせて考察し、哲学史的知見を再生

しつつ現代の知見の修正へと接続したこと

にある。従来は、現代の議論もしくはかつて

の議論のいずれか一方に特化した形での研

究が多かった。特化することによって、時流

に乗った研究や非常に詳細な哲学史研究が

進められることはたしかである。しかしそれ

らはややもすると、きわめてアドホックな、

したがって非常に射程の狭い考察に終わる

か、あるいはアクチュアリティを欠いたたん

なる文献学や訓古学に陥ってしまいがちで

ある。本研究は、現代の問題について積極的

な発言を行うアーペルとハーバーマスの論

争が、法と道徳の関係をめぐる両者のカント

解釈の相違に基づくことから、カントの時代

におけるカント解釈を哲学史的に振り返り、

この件に関して展開された議論を現代の視

点から参照することによって、アクチュアル

な問題への有効な発信につなげるものであ

った。 

また、研究遂行にあたり、国内の若手研究

者たちおよびドイツ人研究者たちと複数回

にわたりゼミナールを開催したことによっ

て、直接的に研究成果が得られただけでなく、

この問題に関する国際的な研究者ネットワ

ークを形成することができ、今後も近接する

テーマで研究を継続していくことが可能に

なった。従来の単発的に開かれる研究会では



このようなネットワーク作りまでこぎつけ

ることはまれであり、これもまた本研究の特

筆すべき大きな成果と言える。 
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